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○公立化等検討の経過 

【平成 26年４月】 

・学校法人東京理科大学から、諏訪東京理科大学の所在する茅野市に対し、諏訪東京理科大学が、この

地域に不可欠な存在として存続、充実していくために、大学のあり方について意見交換の場を設けて

ほしい旨の要望がなされる。 

 

【平成 26年 12月～】 

・大学、市、県（オブザーバー）で、諏訪東京理科大学の抱える課題と今後あるべき姿について、三

者間で意見交換会を設置し、あらゆる点からの検証と検討を開始。 

【平成 26年 12月 22日】 

・第１回意見交換会 

内容 ・進行役の選出 

        ・確認事項について 

        ・諏訪東京理科大学のあり方に関する検討事項(案)について 

        ・諏訪東京理科大学の現状と課題について 

 

【平成 27年２月 16日】 

・第２回意見交換会 

 内容 ・第１回意見交換会の結果について 

        ・諏訪東京理科大学の現状と課題について 

 

【平成 27年３月 30日】 

・第３回意見交換会 

内容 ・第２回意見交換会の結果について 

       ・諏訪東京理科大学に関する検討事項と必要な資料等について 

        ・諏訪東京理科大学の現状と課題について 

 

【平成 27年５月 15日】 

・第４回意見交換会 

内容 ・第３回意見交換会の結果について 

   ・諏訪東京理科大学のあり方について 

 

【平成 27年７月 14日】 

・第５回意見交換会 

内容 ・第４回意見交換会の結果について 

      ・諏訪東京理科大学の立地による地域への経済効果等について 

  ・諏訪東京理科大学のあり方について 

   ・公立大学法人化について 

     ・意見交換会の報告書の取りまとめについて 

 

資料３ 
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 【平成 27年９月 14日】 

・第６回意見交換会 

内容 ・第５回意見交換会の結果について 

      ・財政シミュレーションについて 

   ・意見交換会報告書について 

   ・公表スケジュールについて 

  

【平成 27年 10月 28日】 

・第７回意見交換会 

内容 ・第６回意見交換会の結果について 

       ・意見交換会報告書について 

    ・今後の進め方について 

 

・全７回の意見交換会をとおして、「この地に諏訪東京理科大学を残し、より地域に貢

献する大学として充実させる」ことが大前提であるとの共通認識のもと、検討結果

について「今後の諏訪東京理科大学のあり方に関する報告書」をまとめる。 

 

 

 

【平成 27年９月 28日】 

 ・学校法人東京理科大学理事長が、柳平茅野市長に諏訪東京理科大学の公立大学法人化の検討につい

て要望書を提出。 

 

【平成 27年 10月１日】 

 ・学校法人東京理科大学理事長が、金子諏訪広域連合長に諏訪東京理科大学の公立大学法人化の検討

について要望書を提出。 

 

【平成 27年 10月 19日】 

 ・諏訪広域連合長及び諏訪地域６市町村長が、阿部長野県知事に諏訪東京理科大学の公立大学法人化

の検討における要望書を提出。 

 

【平成 27年 10月 23日】 

 ・学校法人東京理科大学理事長が、阿部長野県知事に諏訪東京理科大学の公立大学法人化の検討につ

いて要望書を提出。 

 

【平成 27年 10月 24日】 

 ・柳平茅野市長が、岡谷市長、諏訪市長、下諏訪町長、富士見町長、原村長に諏訪東京理科大学の公立

大学法人化の検討に関する協議について依頼を提出。 
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《第１回有識者会議のまとめ》 

・諏訪東京理科大学の存続については、有識者の中でも大学の存在意義は大きく、存続が必要という

意見が大半となった。 

・今後、「公立化について」、「魅力ある大学づくりについて」を同会議で議論をしていくことになる。 

 

《第１回検討協議会のまとめ》 

・諏訪東京理科大学に関して、今後の協議の仕方等について決定。 

【平成 27年 11月 19日】 

☆今後の諏訪東京理科大学のあり方に関する報告書の説明等に関する会議 

・報告書の作成を踏まえ、諏訪地域６市町村で同会議を開催し、茅野市から説明を行う。 

・同会議にて、諏訪東京理科大学の公立化、設置主体、教育内容、地域貢献等に関する協議を行うこ

とを目的とした検討協議会と、諏訪東京理科大学の公立化、教育内容、地域貢献等に関し、意見を

伺うことを目的とした有識者会議の設置が決定。 

 

【平成 27年 11月 24日】 

・諏訪地域選出の県議会議員５名に対し、茅野市と学校法人東京理科大学が報告書により説明を行う。 

 

【平成 27年 11月下旬～12月中旬】 

・諏訪地域６市町村の議会全員協議会で、茅野市と学校法人東京理科大学が報告書により説明を行う。 

 

【平成 27年 12月 18日】 

◇第１回諏訪東京理科大学公立化等検討協議会 

・協議事項 

（１）諏訪東京理科大学公立化等検討協議会 設置規約について 

（２）諏訪東京理科大学公立化等検討有識者会議 設置要綱について 

（３）諏訪東京理科大学公立化等検討有識者会議 構成員の選考について 

（４）検討協議会の実務者会議の構成について 

（５）その他 

・その他 

「今後の諏訪東京理科大学のあり方に関する報告書」に対する質問・要望について 

 

 

 

 

【平成 28年２月４日】 

○第１回諏訪東京理科大学公立化等検討有識者会議（13時～） 

・委員長の選出（諏訪圏ものづくり推進機構の草間三郎理事長に決定） 

・確認・報告事項 

（１）「諏訪東京理科大学公立化等検討有識者会議」の役割について 

（２）「今後の諏訪東京理科大学のあり方に関する報告書」の概要について 

・協議事項 

（１）諏訪東京理科大学の存続の必要性について 

（２）その他 
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《第２回有識者会議のまとめ》 

【公立化について】 

・諏訪東京理科大学を存続することに異議がなく、大学の公立化についても、地域産業への技

術支援や人材育成による連携強化、地域経済の活性化、人口減少抑制効果などから、地元地

域からの期待は大きい。 

・公立化することが良いという大方の意見に、財政的な見通し、学生確保、魅力ある大学づく

りの必要性などについて懸念する意見を添えて、公立化等検討協議会に伝える。 

【魅力ある大学にするための方策について】 

・委員から多く寄せられた「魅力ある大学にするための方策」に関する意見を参考に、公立化

等検討協議会で十分協議するよう、検討協議会に伝える。 

 

《第２回検討協議会のまとめ》 

・報告書について、一通り報告・質疑応答をし、内容につき検討協議会で承認された。 

・次回は、公立化に向けた様々な検討に把握しておかなければならない事項やスケジュール等の

必要な資料を揃え、どのような形で公立化を行っていくかについて検討をすることを確認。 

 

◇第２回諏訪東京理科大学公立化等検討協議会（15時 30分～） 

・報告事項 

（１）第 1回諏訪東京理科大学公立化等検討協議会の会議結果について 

（２）第 1回諏訪東京理科大学公立化等検討有識者会議の会議結果について 

・協議事項 

（１）「今後の諏訪東京理科大学のあり方に関する報告書」について 

（２）その他（山口東京理科大学の状況について） 

 

 

 

 

 

 

【平成 28年４月 13日】 

○第２回諏訪東京理科大学公立化等検討有識者会議 

・報告事項 

（１）第１回諏訪東京理科大学公立化等検討有識者会議の結果について 

（２）第２回諏訪東京理科大学公立化等検討協議会の結果について 

・協議事項 

（１）諏訪東京理科大学に関する意見等について 

ア 質問事項について 

イ 公立化について 

ウ 魅力ある大学にするための方策について 

（２）その他 
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《第３回検討協議会のまとめ》 

・諏訪東京理科大学の公立化を進めていくことが決定。 

・次回以降の検討協議会で設置者、大学の運営形態について決定。 

 

《第４回検討協議会のまとめ》 

・検討協議会での大方の意見として、一部事務組合で公立大学法人を設立し大学を運営していくこ

とが現実的であり、これを踏まえ６月の各市町村議会において、より良い大学にすべく議論をす

ることとなる。 

 

《第５回検討協議会のまとめ》 

・設置者及び運営形態については、諏訪地域６市町村が設立する一部事務組合が、公立大学法人を

設立し、大学を運営していくことが決定。 

・学部・学科構成及び開学時期については、経営情報学部を工学部に発展的に統合し、工学部一学

部で平成 30年４月の開学を目指すことが決定。 

 

【平成 28年４月 28日】 

◇第３回諏訪東京理科大学公立化等検討協議会 

・報告事項 

（１）第２回諏訪東京理科大学公立化等検討協議会の会議結果について 

（２）第１回及び第２回諏訪東京理科大学公立化等検討有識者会議の会議結果について 

・協議事項 

（１）諏訪東京理科大学の公立化について 

（２）その他 

 

 

 

 

【平成 28年５月 26日】 

◇第４回諏訪東京理科大学公立化等検討協議会 

・報告事項 

（１）第３回諏訪東京理科大学公立化等検討協議会の会議結果について 

・協議事項 

（１）諏訪東京理科大学の公立化に伴う大学の設置者及び運営形態について 

（２）その他 

   ① 今後の協議会にて協議決定が必要な事項 

     ② 公立大学開学前の学校法人東京理科大学との交渉内容 

 

 

 

 

 

【平成 28年６月 29日】 

◇第５回諏訪東京理科大学公立化等検討協議会 

・報告事項 

（１）第４回諏訪東京理科大学公立化等検討協議会の会議結果について 

・協議事項 

（１）新公立大学の設置者及び運営形態について 

（２）新公立大学の学部・学科構成及び開学時期について 

（３）その他 
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《第６回検討協議会のまとめ》 

・一部事務組合における各市町村の費用負担割合については、短期大学設置時の負担割合の考え方

を参考に、茅野市が 81.5％、茅野市を除く５市町村が 18.5％とし、５市町村の割合は均等割 10％、

人口割 90％とし、人口割の基準は前年度の 10月１日の人口とすることが決定。 

・公立化に向けた設立準備体制については、一部事務組合設立に関しては、実務者会議と検討協議

会で作業を行っていき、公立大学法人設立に関しては、検討協議会の下に公立大学設立準備委員

会を作り、更にその下にワーキンググループを設け作業を進めていくことが決定。 

《第３回検討有識者会議のまとめ》 

 ・魅力ある大学にするための方策について有識者から意見をもらう。 

【平成 28年７月 14日】 

◇第６回諏訪東京理科大学公立化等検討協議会 

・報告事項 

（１）第５回諏訪東京理科大学公立化等検討協議会の会議結果について 

・協議事項 

（１）一部事務組合における各市町村の費用負担割合について 

（２）公立化に向けた設立準備体制について 

（３）一部事務組合設立に関するスケジュール等について 

（４）公立大学法人設立に関するスケジュール等について 

（５）第３回諏訪東京理科大学公立化等検討有識者会議の開催について 

（６）その他 

 

 

 

 

 

 

 

 

【平成 28年８月３日】 

○第３回諏訪東京理科大学公立化等検討有識者会議 

・報告事項 

（１）第２回諏訪東京理科大学公立化等検討有識者会議の会議結果について 

（２）第３回～第６回諏訪東京理科大学公立化等検討協議会の会議結果について 

（３）新公立大学の学部・学科構成について 

・協議事項 

（１）魅力ある大学にするための方策について 

 

 

 

【平成 28年８月 24日】 

◇第７回諏訪東京理科大学公立化等検討協議会 

・報告事項 

（１）第６回諏訪東京理科大学公立化等検討協議会の会議結果について 

（２）第３回諏訪東京理科大学公立化等検討有識者会議の会議結果について 

・協議事項 

（１）諏訪東京理科大学の公立化に関する基本協定書（案）について 

（２）公立大学設立準備委員会設置要綱（案）について 

（３）公立大学設立準備委員会の委員構成について 
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《第７回検討協議会のまとめ》 

 ・諏訪東京理科大学の公立化に関する基本協定書（案）について了承。 

 ・公立大学設立準備委員会設置要綱（案）、同ワーキンググループ設置要綱（案）について 

  了承。一部事務組合規約（案）の概要について確認。 

 

《第８回検討協議会のまとめ》 

 ・公立大学設立準備委員会の委員構成について了承。 

 ・一部事務組合規約（案）については、次回の検討協議会で再検討を行う。 

 ・新公立大学の名称についても、次回の検討協議会で再検討を行う。 

 

（４）公立大学設立準備委員会ワーキンググループ設置要綱（案）について 

（５）一部事務組合規約（案）の概要について 

（６）その他 

 

 

 

 

 

 

【平成 28年８月 24日】 

 ☆「諏訪東京理科大学の公立化に関する基本協定書」調印式 

・諏訪地域６市町村長と学校法人東京理科大学理事長が、長野県知事及び諏訪広域連合長の立会い

のもとに「諏訪東京理科大学の公立化に関する基本協定書」に調印。 

 

【平成 28年９月 23日】 

◇第８回諏訪東京理科大学公立化等検討協議会 

・報告事項 

（１）第７回諏訪東京理科大学公立化等検討協議会の会議結果について 

（２）第３回諏訪東京理科大学公立化等検討有識者会議の意見について 

（３）その他（総務省自治財政局財務調査課との打合せ結果について） 

・協議事項 

（１）公立大学設立準備委員会の委員構成（案）について 

（２）一部事務組合規約（案）の概要について 

（３）新公立大学の名称について 

（４）その他 

 

 

 

 

 

 

 


